
平成 21 年度第２回島田市個人情報保護審議会議事要録

１ 開催日時

平成 21 年７月 29 日（水）午後２時から午後３時 30 分まで

２ 出席者の氏名

(1) 審議会委員

恒川会長、太田委員、鈴木委員、田代委員、萩内委員、長谷川委員、藤田委員

(2) 事務局

桜井市長、藤田総務部長、小出総務課長、原田課長補佐、小松原、友野、野村

３ 委嘱状の交付

市長から各委員に委嘱状を手渡した。

４ 委員及び事務局員の紹介

委員については、各自が自己紹介をした。

事務局員については、総務課長が職員を紹介した。

５ 個人情報保護制度について

個人情報保護審議会の役割及び個人情報の取扱いについて説明を行った。

６ 議事

(1) 会長及び職務代理者について

島田市個人情報保護条例施行規則第 14 条で準用する第 11 条第１項の規定によ

り、互選で恒川委員を会長に選任した。

島田市個人情報保護条例施行規則第 14 条で準用する第 11 条第４項の規定によ

り、会長がＡ委員を職務代理者に指名した。

(2) 個人情報取扱事務届出簿について
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新規案件について、事務局から説明をお願いします。

（女性特有のがん検診推進事業について説明）

検診結果の収集は、考えていないのですね。

通常の検診事務として、病院から検診結果を提供していただ

き、受診者にも結果を通知します。

本人の同意を得ないで本人以外から収集することについて、
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認めて良いかということについて審議することになります。こ

れについて、事務局としては、審議会の意見の類型の９番の公

共事業等に当てはまるので良いのではないかということです。

それから、本人以外から個人情報を収集したことについて通知

しない理由としては、審議会の意見の類型の３番の事務の性格

上、本人が他の方法により知り得ることが明らかであり、個別

に通知することが現実的でない場合に当てはまるので、省略し

て良いのではないかということです。

緊急経済対策で実施するということですが、今年限りの事業

ですか。

現段階では、単年度事業ということになっております。

対象者の年代別の受診率は分かりますか。

全体の受診率は、15％前後です。特に、この事業の対象者と

なる年齢層であると、もっと低い数字になります。

対象者は、何人くらいいるのですか。

両方で6,000人程度になります。

クーポン券を送っても受診しない人がいると思いますが、受

診しない人には対策を行わないのですか。

クーポン券の他に、女性の検診手帳を送付するなどして、検

診の啓発に努めようと考えています。

対象の年齢から外れる人が大勢いますが、その人達に補助は

ないのですか。

市の検診であると受診費用の７割を市が負担しますので、補

助が全く無いというわけではありません。

個人情報のうち取引状況はどの時点で収集するのですか。

この事業について、国会で可決されたのが５月29日で開始が

６月１日でした。実際にクーポン券を郵送するのが８月中旬に

なりますので、クーポン券が届く前に検診を受ける人がいま
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す。その場合、振込先の口座を指定していただき、費用を払い

戻します。

検診結果は、病院から収集するのですか。

検診結果を病院から収集し、厚生労働省に統計データを提出

します。

検診結果の収集について、どのように同意を得るのか気にな

ります。「あなたの検診結果の情報を収集し、統計データとし

て利用します。」と記載するのならいいですが。その様な記載

をするのですか。

どこまでの情報を収集するかということですよね。収集する

データが、受診者数だけというのであれば問題はないと思いま

すが。

検診結果については、病院から提供していただきますが、厚

生労働省には、受診者及び癌が発見された人の人数だけを提供

します。

厚生労働省に提供するデータが、個人を識別することができ

ないものであれば問題はないですよね。個人を識別することは

できないが、「あなたの検診結果を統計データとして利用させ

ていただきます。」と表示した方が丁寧ですね。

補足説明させていただきますが、検診結果の収集については

今回の無料検診クーポンの対象者かどうかに係わりなく、健康

づくり課ですでに実施している事務として収集しますので、今

回の事業として検診結果を収集することはありません。子宮頸

がん検診事務及び乳がん検診事務において検診結果を収集する

ことについては、すでに届出されています。

例えば島田市に住民票がある学生などが他県で受診する場合

にも、受診した医療機関から島田市に受診者の情報が来るので

すか。

市が契約した医療機関でないとクーポン券を使うことができ

ませんので、県外等の医療機関における受診者については把握

しません。
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それでは、本人の同意を得ずに本人以外から収集することに

ついて、審議会の意見の類型９ということでお認めします。そ

れから、本人への通知の省略についても審議会の意見の類型３

ということでお認めします。

（島田市衛星ブロードバンド用機器設置補助事業について説

明）

この補助は、地区限定なのですか。

対象となる地区は、ISDNの64kbpsという非常に遅いインター

ネットしか利用することができないのですが、このスピードだ

と現在のWebの閲覧には全く適していないものになりますので、

補助をするものです。

地区内の事業所も補助の対象になるということですが、該当

する事業所の数は、どれくらいですか。

対象地区に民間の保育園や茶工場がありますが、現在、補助

を希望している事業所が４事業所ほどあります。

予算を計上し、単年ではなく継続して実施するのですか。

緊急経済対策の一環として実施しますので、単年度の事業で

す。

30万円というのは、貸付ですか。給付ですか。

給付です。

会長にお聞きしたいのですが、アンケートを町内会長に提出

し、各地区で取りまとめの上、市に提出するとなっています

が、このように第三者を介して提出する場合は、本人からの収

集になるのか本人同意の上で本人以外からの収集になるのか、

どのように判断すべきでしょうか。

このように地区で取りまとめの上で収集するケースというの

は、これまでにもなかったですか。
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アンケートは、直接回収する場合がほとんどですので、第三

者が取りまとめて回収するという方法は、行っていないと思い

ます。

本人が知られたくない情報が、第三者に知られてしまうとい

うおそれがあるわけですね。

アンケート用紙を封筒に入れて回収するということはしない

のですね。すでに事務を開始しているということですが、今後

の問題として、封筒に入れて回収するということを検討してく

ださい。

それでは、この事務は報告案件ですので報告を承りました。

（定額給付金給付事業について説明）

未申請者は、何人くらいいるのですか。

現在、未申請者が全体の4.5％います。

要援護者は何人いるのですか。

2,540人います。

民生委員に外部提供することについて、審議会の意見の類型

表に該当する類型がないということですが、民生委員への情報

の提供は、これまでも行っていますよね。

要援護者台帳は、民生委員や自治会ですでに所有しています

ので、提供について問題がないように思えますが。

今回の届出簿の事務において外部提供する情報は、要援護者

の申請の有無の情報になります。

要援護者台帳については、民生委員や自治会に提供すること

について、すでに届出簿が提出され、審議会の意見を伺ってお

りますので、問題ありません。

民生委員というのは、どのような立場になるのですか。

民生委員法上は、県の職員ということになります。
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そうですか。それならば、外部提供に該当しますね。

民生委員には、当然、守秘義務が課されていると思いますが

該当する類型がないということであれば、該当する類型を作っ

た方がいいですね。

それでは、本人の同意を得ずに本人以外から収集することに

ついて、審議会の意見の類型９ということでお認めします。そ

れから、本人への通知の省略についても審議会の意見の類型３

ということでお認めします。

また、本人の同意を得ずに民生委員に外部提供する事につい

て該当する類型がないという説明でしたが、これもお認めしま

す。それから、本人への通知の省略についても審議会の意見の

類型３ということでお認めします。

民生委員への外部提供に関する類型については、次回の会議

で検討するようにしますか。

はい、次回の会議までに案を作成するようにします。

○まとめ

新規審議案件１件及び変更案件１件（審議案件）について審議し、審議会とし

て承認する。

新規報告案件１件について報告を受けた。

(3) 平成 21 年度第１回個人情報保護審議会の議事要録について

会 長

委 員 各 位

平成21年度第１回個人情報保護審議会の議事要録（案）につい

て指摘がありましたらお願いします。なお、前委員の大畑委員、

鈴木委員、永井委員については、すでに承認を得たと事務局から

伺っております。

⇒特になし。

○まとめ

平成 21 年度第１回個人情報保護審議会の議事要録（案）について承認する。

(4) その他

次回の会議は、10 月 14 日に開催する予定です。


